
６南福社第１４５号

令和６年３月１２日

«母体役職» «母体代表者» 様

南丹市長 西 村 良 平

南丹市地域自立支援協議会委員の選出について（依頼）

平素は、福祉行政に格別のお力添えをいただき、誠にありがとうございます。

さて、本市では、障害福祉サービスの提供体制の確立及び関係機関によるネットワーク

構築等に向けた協議の場として、南丹市地域自立支援協議会を設置しておりますが、本協

議会委員の任期が、令和６年３月３１日をもって満了となります。

つきましては、ご多用のおり誠に恐縮ですが、協議会設置の趣旨をご理解のうえ、貴団

体から委員を選出していただき、下記によりご報告いただきたくお願い申し上げます。

記

１．委員任期 ２年（令和８年３月３１日まで）

２．設置根拠 南丹市地域自立支援協議会条例

３．委員報告 別紙様式を、４月９日（火）までに当課へご提出願います。

≪提出先≫

南丹市社会福祉課 障害者福祉係 川口

１ TEL:0771-68-0007／FAX:0771-68-1166

１ Ｅ-mail：s-fukushi@city.nantan.lg.jp

mailto:nakata387@city.nantan.lg.jp


別紙様式

南丹市地域自立支援協議会委員報告書

下記のとおり南丹市地域自立支援協議会の委員を選出します。

令和 年 月 日

南丹市長 様

ふ り が な

氏 名

所 属 団 体 名

所 属 団 体 で の

役 職 名

住 所

(案内等送付先)

〒 －

電 話 番 号

( 委員連絡先 )
－ －

所 属 団 体

代 表 者 名

役職

氏名 ㊞



○南丹市地域自立支援協議会条例（抜粋）

(設置)

第1条 南丹市における障害者の相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉のシステムづくりに関

し、中核的な役割を果たし、障害福祉サービスの提供体制の確保及び関係機関によるネットワークの

構築等に向けた協議の場として南丹市地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 障害福祉サービス利用に係る相談支援事業の運営評価等に関すること。

(2) 困難事例への対応のあり方に関すること。

(3) 地域の関係機関によるネットワークの構築に関すること。

(4) 地域における障害福祉サービスの向上につながる社会資源の開発及び改善に関すること。

(5) 南丹市障害者基本計画及び障害福祉計画の作成、具体化に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、障害福祉向上のため必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 保健福祉関係者

(3) 障害福祉関係者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残

任期間とする。

2 前項の規定は、委員の再任を妨げるものではない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長がこれを招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、意見又は説明を聴く

ことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、福祉事務所において処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。


